
肝付町告示第

　

１５２

　

号

コスモビア内之浦解体工事入札参加特定建設工事共同企業体資格審査要領

を下記のとおり告示する。

肝付町が発注するコスモビア内之浦解体工事の制限付一般競争入札において、肝付町制限

付一般競争入札実施要綱 （平成２２年肝付町告示第７２号。 以下 「実施要綱」 という。）

第３条の規定により、当該入札に参加する資格を有する特定建設工事共同企業体であるかど

うかを審査するための基準、 手続き及び入札方法等について次のとおり定める。

令和６年１２月２３日
肝付町長

　

永野 和行

　

肌

１ 入札に付する事項
｛１） 工 事 名： コスモビア内之浦解体工事

（２） 工事場所：肝属郡月刊寸町南方地内
（３） 工

　　

期：契約締結日から令和８年３月３１日まで

（４） 工事概要：構造 宿泊棟

　

ＲＣ造

　

４階建

　

３，２０９，８４請

　　

温泉棟 ＲＣ造

　

２階建

　

１，５００．８８話

　　

外構

　　

プロパ ン庫・焼却炉・地下タ ンク

　　

１５，２７５話

工事内容

　

宿泊棟・温泉棟

　

とりこわし（電気・機械設備工事共）

杭撤去工事
アスベスト除去工事

残材備品処理
外 構

　　　　　　　

と り こ わ し

制限付一般競争入札に応募することができる者に必要な資格要件

入札参加を認められる者は、 次の資格審査基準を満たす者とする。

２

（１） 共
入誓書豪気申込みける共同企業体。 併 恥 ，年度 酬 町入札参加資格申請が

　　

受理され、建築一式または土木一式で登録されている２又は３者で構成された特定

　　

建設工事共同企業体であること。

　

イ

　

建設業法 （昭和２４年法律第１００号） の許可業種につき、 建設工事業の許可を受け

　

てからの営業年数が３年以上であること。

　

ウ

　

共同企業体の構成員は、 本公告の日から落札決定の日までの間において、月刊寸町

　　

建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 （平成２４年肝付町告示第５４号） 等

　　

に基づく指名停止を受けていないこと。
（２） 代表構成員

　

ア

　

大隅地域振興局管内（曽於市駐在管内を除く。）に本店又は本社を有していること。

　

イ

　

建設工事業につき特定建設業許可を有していること。

　

ウ

　

令和５・６年度鹿児島県建設工事入札参加資格における建築一式の格付区分がＡ級

　

であること。

　

エ

　

共同企業体を構成する者のうち、工事施工能力及び出資比率が共に他の構成員より



　　

高いこと。 （工事施工能力については、 ２年平均の完成工事高を比較する。）

　

オ

　

平成２０年度以降に元請として、 延床面積１，０００話程度の鉄骨造、 鉄筋コンクリ←

　　

ト造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかの解体工事実績（共同企業体の構成員とし

　　

ての実績は、 出資比率が２０％以上のものに限る。） を有すること。

　

力

　

専任の監理技術者として、監理技術者資格者証（建築）及び監理技術者講習修了証

　　　

（過去５年以内に受講）を有する者で、上記オに規定する工事と同規模以上の施工経

　　

験を有し、 かつ、 入札参加申込日以前において、連続して３か月以上の直接的な雇用

　　

関係にある者を本工事に配置できること。（建設業法第１５条第２号に規定する営業所

　　

の専任技術者となっている者は、 本工事の技術者として配置できない。）

（３） 代表構成員以外の構成員

　

ア

　

本公告の日現在において、建設工事業につき建設業許可を有し、肝付町に建設業法

　　

第３条第１項に定める本社を有していること。

　

イ

　

令和６・７年度肝付町建設業者格付名簿において、 土木一式Ａ級に格付けされ， か

　　

つ， 解体工事に登録のある者。

　

ウ

　

専任の主任技術者として、入札参加申込日以前において、連続して３か月以上の直

　　

接的な雇用関係にある者を本工事に専任で配置できること。（建設業法第７条第２号

　　

又は同法第１５条第２号に規定する営業所の専任技術者となっている者は、 本工事の

　　

技術者として配置できない。）

｛４） 構成員の組合せ

　

ア

　

代表構成員の資格要件を満たす者及び代表構成員以外の構成員の資格要件を満た

　　

す者との組合せであること。 なお、 構成員は、 本工事に係る他の共同企業体の構成員

　　

を兼ねることはできないものとする。

　

イ

　

共同企業体の代表構成員の出資比率は構成員のうち最大の出資比率とし、代表構成

　　

員以外の構成員の出資比率は、 構成員の数の逆数に１０分の６を乗じて得た率以上の

　　

比率であること。

３

　

入札参加申込及び入札参加資格審査申請方法

　

本工事の入札に参加を希望する者は、実施要綱の規定に基づき、次の手続きを行うもの

とする。 なお、入札参加の申込みは、共同企業体の資格審査を受け、有資格者となった場

合のみ受け付けるものとする。
｛１） ４ 「資格審査申請書類」 に記載の書類一式を提出すること。
（２） 入札参加に要する書類の作成及び提出にかかる費用は、 申請者の負担とする。
（３｝

　

提出された申請書類等は、 返却しないものとする。
｛４｝

　

受付期間

　　

令和６年１２月２３日 （月） から令和７年１月２０日 （月）（必着）

｛５） 提出方法

　

ア

　

郵送のみとする。 （直接持参は認めない。）

　

ィ

　

郵送する封筒の表には、１共同企業体資格審査申請書類在劃と朱書きすること。

　

ウ

　

封筒の裏に差出人として、共同企業体の名称及び代表構成員の住所を記入すること。

　

エ

　

提出書類の事前審査は行わないものとする。ただし、提出書類に不備があった場合

　　

は再提出を認めるものとするが、 その手続きは受付期間内に行うこと。
（６） 送付先

　　　

〒８９３－１４０２

鹿早島県肝属郡肝付町南方２６４３番地
肝付町

　

林務水産商工課

　

宛



５

４ 資格審査申請書類（提出書類）
（１） 入札参加申込書の原本 …

　

…

　

…

　

… ・（指定様式）
（２） 誓約書 …

　

…

　

…

　

…

　

…

　

… ・・（指定様式）
（３） 共同企業体による競争入札参加資格審査申請書・・（指定様式）

｛４） 特定建設工事共同企業体協定書 …

　

…

　

… （指定様式）
（５｝

　

各構成員の有効な経営事項審査結果通知書の写し

｛６） 各構成員の建設業許可の写し
｛７） 各構成員の直近２年分の工事経歴書 （建築一式及び土木一式分）

｛８） 代表構成員の施工実績 （指定様式） 及び施工証明書等
※

　

平成２０年度以降に元請として、 延床面積１，０００一程度の鉄骨造、 鉄筋コンクリ←

　

ト造、 鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかの解体工事の施工実績を証する書類として、

　

発注者が証明した施工証明書（任意様式）又はＣＯＲＩＮＳの登録内容確認書（竣工登録）

　

等の写しで、 工事概要及び配置技術者等が分かるものを提出すること。
｛９｝

　

代表構成員の配置予定技術者の資格・工事経験 （指定様式） 及び添付書類

ア

　

配置予定の専任の監理技術者について、監理技術者資格者証（建築）及び監理技術

　

者講習修了証 （過去５年以内に受講） の写しを提出すること。
イ

　

複数の候補者がある場合は３人までとし、指定様式及び添付書類については、その

　

全員分を提出すること。 落札後に専任で配置する技術者は、この候補者の中から選任

　

すること。
回

　

構成員の配置予定技術者名簿 （指定様式） 及び添付書類

ア

　

配置予定の専任の主任技術者について、国家資格を有する者の健康保険被保険者証

　

及び資格等を証明する書類の写しを提出すること。
イ

　

複数の候補者がある場合は３人までとし、 指定様式及び添付書類については、 その

　

全員分を提出すること。落札後に専任で配置する技術者は、この候補者の中から選任

　

すること。

　

入札参加資格の審査及び通知等
提出書類を審査し、 共同企業体の入札参加資格の有無について、次のとおり通知する。

（１） ＦＡＸによる通知日

　　

令和７年１月 ２２Ｅ１（水）

　

※ 原本は後日郵送

（２） 通知内容

　　　　　　　　

入札参加資格の有無（資格がないと認めた場合は、その理由）

｛３） 通知先

　　　　　　　　　

代表構成員

｛４｝

　

その他

　　　　　　　　　

入札参加資格者には、事前公表価格を記載した通知書を送付

６ 設計図書等の閲覧
本工事にかかる設計図書、図面、特記仕様書等（以下「閲覧図書」という。）の閲覧方法

等は、 次のとおりとする。
（１） 閲覧対象者

　

入札参加資格要件を満たす者。
（２） 閲覧期間

　　

令和６年１２月２３日 （月） ～令和７年１月２９日 （水）

（３） 閲覧場所

　　

入札参加資格要件を満たす者へ個別提示。

王 塀ョ 日 △

　　　

令和６年１２月 ２６日 （木） １３：００～７

　

現場説明会

８

　

入札の日時及び場所
（１） 日時

　　　　　

令和７年１月 ３０日 （木） 午前１０時００分

（２） 場所

　　　　　

肝付町役場 コミュニティセ ンター２階

　

婦人研修室

※

　

やむを得ない理由により、 入札を行うことができない場合は、 入札を延期すること

　

があり、 その場合、 入札参加資格者には別途通知する。



９

　

予定価格事前公表の有無

　　　　

有

１０ 最低制限価格

　　　

有

１１ 入札に関する事項
｛１｝ 入札書記載金額

　　

落札決定にあたっては、 入札書に記載された金額に当該金額の１００ 分の １０に相当す

　

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

　

てた金額） をもって落札価格とするので、 入札者は、 見積もった契約希望金額の１１０分

　

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

　

｛２） 無効入札

　　

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

　　

ア

　

入札に参加する資格のない者のした入札

　

イ

　

２以上の入札者 （代理人として提出する入札書を含む。） による入札

　　

ウ

　

入札金額が加除訂正されている入札書による入札

　　

エ

　

入札金額以外の記載事項が押印を付さず加除訂正されている入札書による入札

　　

オ

　

記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書に

　

よる入札

　　

力

　

その他入札条件に違反したと認められる者のした入札

　

（３） 落札者の決定

　　

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。ただし、

　　

最低制限価格未満で申込みをした者は、 失格とする。

　

銭） 工事費内訳書の提出

　　

本工事では、 入札参加者は入札に際し、 工事費内訳書を提出することが条件となって

　

いる。 工事費内訳書を提出しない入札参加者、工事費内訳書が未提出であると認められ

　

る入札参加者の入札は無効の対象となるので、 注意すること。

１２

　

入札保証金及び契約保証金

　

（１） 入札保証金は免除とするが、落札者が、契約を締結しない場合は、見積もった契約希

　　

望金額の１００分の５を徴することとする。

　

（２） 契約保証金は契約金額の１００分の１０以上の額とし、 本契約時に提出すること。 ただ

　　

し，月刊寸町契約規則に定める契約保証金の納付の免除が適用される場合は， この限りで

　　

なし、
。

１３

　

議会の議決

　

（１｝

　

本工事の契約については、 落札者として決定された者と仮契約を締結し、 肝付町議会

　　

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 （平成１７年月刊寸町条例第

　　

５１ 号） 第２条の規定による肝付町議会の議決を得たときに当該仮契約を本契約とみな

　　

すものとする。 ただし、 肝付町議会において本件が否決されたときは、 当該仮契約を無

　

効とする。 この場合において、 本町は仮契約の相手方に対して、 いかなる責めを負わな

　

いものとする。

　

｛２｝

　

本工事の仮契約締結の日以降、 当該仮契約が本契約として効力を生ずるまでの間に、

　　

落札者として決定された仮契約の相手方が、次のいずれかに該当することとなったとき

　　

は、 本町は、 当該仮契約を解除することができるものとする。 この場合において、 本町

　　

は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。

　

ア

　

不正又は不誠実な行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当で



あると認められるとき。
イ

　

契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。

１４

　

その他

　

本工事に係る支払い及び契約等に関する事項は，肝付町財務規則及び肝付町契約規則に

よるものとする。

１５

　

掬いＡわせについて

　

問い合わせについて

｛１） 閲覧図書に対する質問

　

ア

　

様式

　　　　　　　

「設計図書等に対する質問書」（指定様式）

　

イ

　

受付方法

　　　　

ＦＡＸのみ （電話による問い合わせには回答しない。）

　　　　　　　　　　

（Ｆ Ａ ×

　

０９９４－６７－２４８８）

　

ウ

　

受付期間

　　　　

令和６年１２月 ２３日 （月） ～令和７年１月２２日 （水）

　　　　　　　　　　

（土、 日曜日及び休日を除く 午前８時３０分から午後５時まで）

エ

　

回答期 限

　　　　

令和７年１月 ２３日 （木） まで （入札参加者全員にＦＡＸにより

　　　　　　　　　

随 時 回 答 す る。）

（２） 入札参加申込及び入札方法等に関する質問

　

ア

　

受付方法

　　　　

電話又はＦＡＸ （任意様式）

　

イ

　

問合せ先

　　　　

肝付町

　

林務水産商工課 （電話０９９４－６７－４５３１）


